
－ 7 －  平成 29 年５月後半号

平成 29 年度「龍ケ崎市民遺産」候補を募集します！

　
「
文
化
財
保
護
法
」「
茨
城
県
文
化
財
保
護

条
例
」「
龍
ケ
崎
市
文
化
財
保
護
条
例
」
な

ど
で
規
定
さ
れ
る
指
定
文
化
財
以
外
で
、
地

域
住
民
に
親
し
ま
れ
て
い
る
自
然
や
歴
史

的
・
文
化
的
な
遺
産
を
、
指
定
文
化
財
に
準

じ
る
「
龍
ケ
崎
市
民
遺
産
」
と
し
て
認
定
し

ま
す
。
市
民
遺
産
に
認
定
す
る
こ
と
で
、
地

域
に
対
す
る
誇
り
や
愛
着
の
醸
成
を
図
り
、

わ
が
ま
ち
の
「
宝
」
を
み
ん
な
の
手
で
守
り

育
て
て
い
く
た
め
の
制
度
で
す
。

　

平
成
29
年
３
月
末
現
在
で
、
８
つ
の
物
件

が
「
龍
ケ
崎
市
民
遺
産
」
に
認
定
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

市
内
に
あ
る
建
造
物
、
絵
画
・
彫
刻
・
工

芸
品
、
考
古
資
料
、
歴
史
資
料
な
ど
の
有
形

の
遺
産
や
、
工
芸
技
術
、
風
俗
慣
習
（
年
中

行
事
や
祭
礼
の
中
で
行
わ
れ
る
行
事
）、
民

俗
芸
能
な
ど
の
無
形
の
遺
産
、
史
跡
・
名
勝
・

天
然
記
念
物
な
ど
で
、
当
市
や
地
域
の
特
徴

な
ど
を
示
し
、
市
民
の
手
に
よ
っ
て
将
来
に

継
承
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
対
象
と
し
ま
す
。

例
え
ば
…

地
域
の
シ
ン
ボ
ル
に
な
っ
て
い
る
樹
木

／
池
や
沼
／
街
並
み
／
地
域
で
続
け
ら

れ
て
い
る
年
中
行
事
／
個
人
な
ど
所
有

の
市
に
由
縁
の
あ
る
古
文
書
・
絵
／
句
碑

な
ど

　

次
の
①
ま
た
は
②
に
該
当
し
、
か
つ
③
④

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
を
基
本
と
し
ま

す
。❶

市
内
の
歴
史
や
文
化
を
象
徴
す
る
も
の

❷
市
内
の
自
然
、
景
観
等
で
特
筆
す
べ
き

も
の

❸
地
域
で
保
存
さ
れ
、
活
用
さ
れ
る
べ
き

も
の

❹
地
域
の
振
興
お
よ
び
活
性
化
に
寄
与
す

る
も
の

※
教
育
委
員
会
は
基
準
以
外
で
特
に
保
存
・

活
用
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
市
民

遺
産
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

　

市
民
遺
産
を
保
存
・
継
承
し
（
継
承
し
よ

う
と
準
備
し
）、
こ
れ
を
活
用
し
た
地
域
振

興
策
を
実
践
す
る
（
実
践
し
よ
う
と
準
備
し

て
い
る
）
団
体
、
ま
た
は
当
該
文
化
財
の
所

有
者
に
推
薦
資
格
が
あ
り
ま
す
。
特
定
の
政

治
的
な
目
的
を
持
つ
団
体
は
除
き
ま
す
。

　

ま
た
、
市
が
所
有
す
る
歴
史
的
・
文
化
的

資
料
な
ど
も
多
い
こ
と
か
ら
、
市
も
推
薦
資

格
を
有
し
ま
す
。

【
こ
こ
で
い
う
団
体
と
は
…
】

　

当
該
市
民
遺
産
候
補
の
保
存
継
承
な

ど
を
目
的
に
設
置
さ
れ
た
「
○
○
保
存

会
」
と
い
っ
た
団
体
の
ほ
か
、
同
様
の

趣
旨
で
活
動
す
る
区
や
自
治
会
、
地
区

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
ど
の
住
民
自
治
組

織
、
さ
ら
に
は
檀だ

ん

か家
、
氏
子
な
ど
の
組

織
を
い
い
ま
す
。

　

書
類
の
準
備

①
推
薦
書

②
所
有
者
の
同
意
書
※　

　

書
類
は
市
役
所
２
階
・
生
涯
学
習
課
で
配

布
、
ま
た
は
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
。

※
所
有
者
が
存
在
す
る
も
の
で
推
薦
者
自

身
が
所
有
者
で
な
い
場
合
は
、
所
有
者
の

同
意
が
必
要
で
す

　

提
出

９
月
29
日
（
金
）
ま
で
に
生
涯
学
習
課
へ
持
参

　

審
査

文
化
財
保
護
審
議
会
に
よ
る
審
査

※
推
薦
者
（
推
薦
団
体
）
に
視
察
の
案
内

な
ど
を
依
頼
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　

認
定

審
査
を
受
け
、
教
育
委
員
会
が
決
定
。

◦
認
定
の
場
合
…
「
認
定
証
」
を
交
付

◦
認
定
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
…
そ
の
理
由

な
ど
を
記
載
し
た
「
却
下
通
知
」
を
交
付

■
推
薦
者
・
所
有
者

①
市
民
遺
産
と
し
て
認
定
さ
れ
た
物
件
の
一

般
公
開
な
ら
び
に
保
存
・
継
承
に
努
め
て

い
た
だ
き
ま
す
。

②
市
民
遺
産
の
修
理
・
滅
失
・
所
有
権
の
移

転
な
ど
の
事
案
が
発
生
し
た
場
合
は
、
速

や
か
に
市
へ
届
出
て
く
だ
さ
い
。

■
市
・
教
育
委
員
会

①
情
報
発
信

　

市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
広
報
紙
で
の
公

表
、「
文
化
財
イ
ラ
ス
ト
マ
ッ
プ
」の
作
成
・

配
布
な
ど

②
説
明
板
・
誘
導
標
識
な
ど
の
設
置　

③
保
存
活
用
に
対
す
る
支
援

ぜ
ひ
ご
応
募
く
だ
さ
い
！

「
龍
ケ
崎
市
民
遺
産
」
候
補
を
募
集
し
ま
す

平
成
29
年
度

■
問
い
合
わ
せ
：
生
涯
学
習
課
市
民
学
習
推
進
グ
ル
ー
プ
☎
内
線
２
２
８

●
市
民
遺
産
制
度
と
は
？

●
認
定
基
準
は
？

●
申
請
の
流
れ

●
認
定
後
の
取
り
組
み

●
誰
が
推
薦
で
き
る
の
？

●
市
民
遺
産
の
対
象
は
？


